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⻑野国際カントリークラブ競技規則 
令和５年 1 ⽉ 20 ⽇制定 

 
第１章 総則 
第１条 ⻑野国際カントリークラブ（以下｢クラブ｣という）主催競技会（以下「クラブ競技」と

いう）は、競技委員会（以下｢委員会｣という）の決定により運営され、⽇本ゴルフ協会
（JGA）規則及びクラブのローカル・ルールに則り⾏われる。 

第２条 クラブ競技の種類は、理事⻑杯、選⼿権競技（クラブ選⼿権、マッチプレー選⼿権、グ
ランドシニア選⼿権、シニア選⼿権、レディス選⼿権）、⽉例杯、シニア・レディス杯
とする。 

第３条 クラブ競技における年齢区分は次の通りとする。 
    シニア：満 60 歳以上 
    グランドシニア（以下「G シニア」という）：満 70 歳以上 
    ※満年齢は競技当⽇が誕⽣⽇の場合を含めるものとする。 
第４条 競技費は以下の通りとする。 
    各選⼿権競技・理事⻑杯 1,500 円（税抜） 
    ⽉例杯 1,000 円（税抜） 
第５条 競技参加者が８名に満たない場合の競技は不成⽴とする。ただし、選⼿権競技はこの限

りではない。 
第６条 本規則及び競技運営について疑義が⽣じた場合は、委員会の裁定を求めなければならな

い。この場合委員会の裁定は最終である。 
第７条 競技の編成は毎年 1 ⽉ 1 ⽇より 12 ⽉ 31 ⽇までとし、各競技の開催⽇に関しては事務局

の提案に基づき委員会が決定する。また、使⽤コースに関しては事務局が決定する。 
第８条 委員会は本規則の改定・変更をすることができる。ただし、理事会の承認を経ることを

要する。 
第９条 委員会は、本競技規則違反が度重なる会員について、期間を明⽰してクラブ競技会への

参加を禁⽌することができる。 
 
第２章 ハンディキャップ 
第 10 条 クラブハンディキャップは、クラブ競技開催期間中に毎⽉実施されるハンディキャップ

委員会にて、ハンディキャップ規定に基づき査定し決定される。 
第 11 条 クラブ競技の参加資格は、有効なクラブハンディキャップを取得している者とする。 
第 12 条 ハンディキャップはハンディキャップ証明書の発⾏⽇より有効となる。 
第 13 条 アンダーハンディ競技（セカンド部⾨）に参加するときは、当該競技⽇を含む過去 2 ヶ

⽉の当クラブあるいは他クラブ（JGA コースレート保有コースに限る）の、正しくアテ
ストされたスコアカード１枚以上を、競技当⽇までに提出しなくてはならない。 

第 14条 ハンディキャップ別競技は次の通り区分する。 
Ａクラス 〜１２ 
Ｂクラス １３〜２０ 

       Cクラス ２1〜３６ 
第 15 条 ハンディキャップが３７以上の者は３６としてクラブ競技に参加することができる。 
第 16 条 ハンディキャップを取得していない者および第 28条・第 29条に該当する者のクラブ競

技への参加は、理事⻑杯以外のクラブ競技につき申請によりこれを認めるが、グロスス
コア対象の賞以外の⼊賞資格はないものとする。 
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第２章 競技参加申込 
第 17 条 申込期間は当該競技⽇の１ヶ⽉前の同⽇から７⽇前の 17:00 までとし、クラブに備え付

けの競技参加申込書に⾃署し、または、電話等にて申し込むものとする。ただし、申込
者が多数の場合、キャンセル待ちとなる場合がある。 

第 18 条 すべての競技において申し込み期限後の競技参加取り消しおよび無断⽋席については、
定められた競技参加費を微収する。 

第 19 条 競技の組み合わせ及びスタート時刻は、事務局が作成し当該競技⽇の 6 ⽇前に WEB 上
の会員ページにて告知する。組み合わせは 1組あたり 3 もしくは 4名とし、各組の合計
ハンディキャップが平準化するように作成する。 

第 20 条 クラブ競技において競技当⽇の無断⽋席については次の通りとする。 
① 理事⻑杯・選⼿権競技：次年度の当該競技の出場資格を失うものとする。 
② ⽉例杯：次回⽉例杯の⼊賞資格を失うものとする。連続２回に亘ったときは、ク

ラブ競技への参加資格を 1 年間失うものとする。 
第 21 条 理事⻑杯・選⼿権競技決勝ラウンドおよびマッチプレー選⼿権の決勝トーナメントに正

当な理由なく⽋場した場合、もしくは勝利の⾒込みがないなどの理由での⽋場が常習化
している場合は、委員会の判断により次回の当該競技の出場を停⽌させることがある。 

 
第３条 競技運営体制 
第 22 条 クラブ競技当⽇は競技委員会より全権を付託された担当競技委員が運営にあたる。 
第 23 条 各競技について悪天候などのためプレーに⽀障があると認めたときは、委員会または担

当競技委員において打ち切り中⽌、⽇時変更等をすることがある。 
第 24 条 担当競技委員は当⽇のコース状況などから、必要に応じ臨時のローカル・ルールを制定

することができる。その場合スタートコール時にプレーヤーに告知する。 
第 25 条 クラブ競技が不測の事由により延期もしくは中⽌される場合は、速やかにクラブ内に掲

⽰するとともに、時間の余裕があれば直接参加者に通知し、余裕がなければアナウンス
してこれを告知する。 

第 26 条 当⽇のキャンセル等により２サムの組が発⽣してしまった場合には、担当競技委員と事
務局が協議の上、組合せを変更することができる。 

第 27 条 ティイングエリアの位置およびピンポジションは、コース状態および適切な難易度設定
を考慮の上事務局にて決定する。 

第 28条  2 ⽇間競技が悪天候などの理由で中断し再開の⽬途が⽴たず、かつ順延が難しい場合は、
担当競技委員の裁定により、1 ⽇⽬の成績で順位を決定するものとする。 

 
第４章 運営諸規定 
第 29条 クラブ競技参加者は、スタート時刻の 20 分前までに備え付けの競技者受付名簿に署名

する。正当な理由なく 20 分を切った場合もしくは署名をしないで競技に参加した者は
失格とする。ただし同伴競技者全員の同意があった場合に限り、⼊賞資格を⽋いたまま
の状態で、当該クラブ競技のプレーに参加することは可能とする。 

第 30 条 スタート時刻の定めてある競技においては、参加者はその時刻の 5 分前までにティイン
グエリアに待機し、担当競技委員によるスタートコールを受けなければならず、これに
遅れた者は失格とする。ただし、競技のプレー参加は前条に準ずる。 

第 31 条 遅延プレーの対処について、トップスタートの組は、２時間２０分を超えた場合、また
後続組については前の組と２０分以上遅延した場合で、担当競技委員による警告にも関
わらず改善がない場合は、ハーフ毎にその組全員に１打罰を課すことができる。 

第 32 条 マーカーはスタートホールにおける次打者とし、最終打者のマーカーは最初の打者とす
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る。（マーカーはホールごとに当該プレーヤーのスコアを確認し、スコアカードに記⼊
する） 

第 33 条 競技者はプレーを終えたばかりのホールのグリーン上やその近くではいかなる練習スト
ロークもしてはならない。これに違反して練習ストロークをした場合、競技者は次のホ
ールで２打罰を加えなければならない。ただし、そのラウンドの最終ホールのときは、
競技者はそのホールで罰を受ける。 
尚、９ホールを終了後、指定練習パッティンググリーンにおいてパッティングの練習を
することができるが、ドライビングレンジ及びアプローチ練習場での練習は禁⽌する。
これに違反した場合競技者は次のホールで２打罰を加えなければならない。 

第 34条 GPS・レーザー等を使⽤した距離計測機の使⽤を許可する[ゴルフ規則 4.3a(1)]が、２点
間の距離の計測のみとし、その他の計測機能(標⾼変化、⾵速など)は使⽤できない。 

第 35 条 競技当⽇における競技使⽤コースの事前ラウンドは禁⽌する。これに違反した場合は失
格とする。 

第 36 条 健康増進法第 27 条（喫煙をする際の配慮義務等）に基づき、競技中の喫煙はティイング
エリアに設置された灰⽫の周辺、または個別に持参した携帯灰⽫でジェネラルエリア以
外の他⼈に迷惑がかからない場所でのみ可とする。違反者は委員会の裁定に基づき、次
回競技会の出場資格を失う場合がある。 

第 36 条 携帯電話は競技開始前にマナーモードに切り替えるか電源を切るものとする。また通話
に際しては緊急かつ同伴競技者全員の了解が取れた場合を除き、休憩時間中にかけなお
すものとし、違反者は委員会の裁定に基づき、次回競技会の出場資格を失う場合がある。 

第 37 条 クラブ競技参加者はゴルフ規則１「ゲーム、プレーヤーの⾏動、規則」に基づき、ゲー
ムの精神である①誠実な⾏動、②他の⼈への配慮、③コースの保護を遵守すること。プ
レーヤーが重⼤な⾮⾏をしたと委員会が認めた場合、ゲームの精神に反する⾏動をした
ことに対してそのプレーヤーを失格とするなどの措置を講ずることができる。 

 
 
 
第５章 個別細則 
 各競技の個別細則は以下の通りとする。 
 
１ ⽉例杯 

競技⽅法 18Hアンダーハンディ戦 
使⽤ティ A クラス 男性：⻘マーク、⼥性：ゴールドマーク（申請により⻘マーク可） 

Bクラス 男性：⻘マーク、⼥性：ゴールドマーク 
Cクラス 男性：⽩マーク、⼥性：⾚マーク 

 参加資格 クラブハンディキャップを有する会員 
表  彰 各クラス第 6位までとし⽉例杯全出場者の中からベストグロス表彰。 
順位決定 同ネットの場合は、ストローク数が少ない者を上位とし、ストロース数も同じ場合

は年⻑者を上位とする。ただしベストグロス賞は複数表彰とする。 
 
２ シニア・レディス杯、グランドシニア杯 
 競技⽅法 18Hアンダーハンディ戦 
 使⽤ティ シニア：⽩マーク、レディス：⾚マーク、G シニア：ゴールドマーク 

参加資格 シニア・レディス杯：満 60 歳以上の男性および⼥性（年齢制限なし） 
G シニア杯：満 70 歳以上 

 表  彰 杯毎にアンダーハンディ戦第 6位までおよびベストグロス表彰（複数）。 
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         G シニア杯は 80 歳以上のネット優勝およびベストグロス表彰（年齢順１名）。 
順位決定 同ネットの場合は⽉例杯に準ずる。 

 
３ 理事⻑杯 
 競技⽅法 予選 27Hおよび決勝 27H計 54Hのアンダーハンディ競技 

※予選前半の 18Hは⽉例杯を兼ねるものとする。 
 使⽤ティ 男性：⻘マーク、⼥性：ゴールドマーク（申請により⻘マーク可） 
 参加資格 前年度にクラブ競技または研修会競技に３回以上出場していること 
      HC12 以下の者（ただしHC13 以上の者はHC12 として出場可能） 
      理事⻑杯予選⽇ 2 ヶ⽉以内のスコアカードの提出があること 
 決  勝 ネットスコアの良い順に最終組から組み合わせる。 
 表  彰 第６位まで 
 順位決定 【予選】20位タイまで 
      【決勝】同ネットの場合は⽉例杯に準ずる。 
 
４ クラブ選⼿権 
 競技⽅法 予選 27H・決勝 27H計 54Hのスクラッチ競技 

※予選前半の 18Hは⽉例杯を兼ねるものとする。 
 使⽤ティ ⻘マーク 
 参加資格 同⼀年度のクラブ競技または研修会競技に 3回以上出場している者 
 組み合せ 決勝はスコア上位順（同グロスはカウントバック⽅式）に最終組から組み合わせる 
      組合せ決定後キャンセルが出た場合、予選 21 位の選⼿から順番に参加資格が与え

られ事務局より本⼈に連絡するものとする。この申込最終締切は前⽇ 12:00 とする。 
 表  彰 第 6位まで 
 順位決定 【予選】グロススコア上位 20 名が決勝進出（同グロスはカウントバック⽅式） 
      【決勝】同グロスはカウントバック⽅式、優勝者のみプレーオフで決定する。 

（⿊姫No.9の繰り返し） 
 
５ マッチプレー選⼿権 
 競技⽅法 予選 18Hストロークプレー（⽉例杯を兼ねる）、 
 参加資格 同⼀年度のクラブ競技または研修会競技に 3回以上出場している者 
 決勝組合  

 
 順位決定 【予選】グロススコア上位 8名が決勝進出（同グロスはカウントバック⽅式） 
      【決勝】18Hにて勝敗がつかない場合はスタートホールからのサドンデス⽅式 
 表  彰 第４位まで 
 
６ シニア選⼿権・レディス選⼿権・グランドシニア選⼿権 
 競技⽅法 予選 18H・決勝 18H計 36Hのスクラッチ競技 
 使⽤ティ シニア選⼿権：⽩マーク 
      レディス選⼿権：ゴールドマーク 

予選1位

予選8位

予選4位

予選5位

予選2位

予選7位

予選3位

予選6位
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      G シニア選⼿権：ゴールドマーク 
 参加資格 同⼀年度のクラブ競技または研修会競技に 3回以上出場している者 

シニア選⼿権：満 60 歳以上 
      レディス選⼿権：⼥性（年齢制限なし） 
      G シニア選⼿権：満 70 歳以上 
 組み合せ ２⽇⽬は１⽇⽬の参加者全員に対して、グロススコア上位順（カウントバック⽅式）

にて最終組より組み合せを⾏う。 
 表  彰 グロスの部 第 3位まで 
      アンダーハンディ（セカンド）の部 グロス⼊賞者を除く第 3位まで 
 順位決定 グロスの部優勝者のみプレーオフで決定する。（⿊姫No.9の繰り返し） 
      2位は同順位とし 3位はカウントバック⽅式にて決定する。 
      アンダーハンディ（セカンド）の部は⽉例杯に準ずる。 
 
【各競技の賞品は以下の通りとする】（記載⾦額の相当品とする） 
１ ⽉例杯 

順 位 A クラス Bクラス Cクラス 
優 勝 15,000 12,000 10,000 
第２位 13,000 10,000 8,000 
第３位 10,000 8,000 6,000 
第４位 4,000 3,000 2,000 
第５位 3,000 2,000 1,000 
第６位 2,000 1,000 1,000 
B・G賞 10,000 − − 

 
２ シニア・レディス杯・グランドシニア杯 

順 位 シニア・レディス杯 G シニア杯 
優 勝 10,000 10,000 
第２位 8,000 8,000 
第３位 6,000 6,000 
第４位 3,000 3,000 
第５位 2,000 2,000 
第６位 1,000 1,000 
GN賞 − 3,000 
GG賞 − 3,000 

 
３ レディス選⼿権・シニア選⼿権・グランドシニア選⼿権 

順 位 
レディス シニア G シニア 

グロス セカンド グロス セカンド グロス セカンド 
優 勝 10,000 8,000 15,000 12,000 15,000 12,000 
第２位 8,000 7,000 12,000 10,000 12,000 10,000 
第３位 7,000 6,000 10,000 8,000 10,000 8,000 

 
４ 理事⻑杯・クラブ選⼿権・マッチプレー選⼿権 
順 位 理事⻑杯 クラブ選⼿権 マッチプレー選⼿権 
優 勝 20,000 20,000 20,000 
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第２位 15,000 17,000 15,000 
第３位 10,000 15,000 10,000 
第４位 8,000 13,000 5,000 
第５位 8,000 12,000 − 
第６位 8,000 10,000 − 

 


